
 

（売上税額の積上げ計算における適格請求書の交付の範囲） 

【答】  

   適格請求書等保存方式における売上税額の計算方法については、原則の割戻し計算のほか、

相手方に「交付」した適格請求書等の写しを保存している場合（適格請求書等に係る電磁的記

録を保存している場合を含みます。）に、そこに記載された税率ごとの消費税額等の合計額に

100 分の 78 を掛けて算出した金額を売上税額とする積上げ計算も認められています（消法 45

⑤、消令 62）。 

   この点、ご質問のように、適格請求書等を交付しようとしたものの顧客が受け取らなかった

ため、物理的な「交付」ができなかったような場合や交付を求められたとき以外レシートを出

力していない場合であっても、適格請求書発行事業者においては、当該適格請求書等の写しを

保存しておけば、「交付した適格請求書等の写しの保存」があるものとして、売上税額の積上げ

計算を行って差し支えありません。 

 ※ 適格請求書等の写しの範囲については、問 78《適格請求書等の写しの範囲》をご参照くだ

さい。  

問 120 当社はスーパーマーケットを経営しています。交付した適格請求書及び適格簡易請求書

の写しを保存している場合には、売上税額の積上げ計算をすることができるとのことですが、

例えば、商品販売時に顧客に対して適格簡易請求書であるレシートを交付しようとしたとこ

ろ、顧客がこれを受け取らなかった場合などは、交付がないとして売上税額の積上げ計算は

できないのですか。【令和元年７月追加】【令和５年 10月改訂】 


